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告

示

山
口
県
告
示
第
八
号

主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
市
町
の
区
域
内
の
ほ
場
を
平
成
三
十
年
産
の
麦
類
の
指
定
種
子
生
産
ほ
場
と
し
て
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

市
町
名

面
積
（
ア
ー
ル
）

宇

部

市

三
九
九

山

口

市

六
六
五

防

府

市

二
、
七
二
〇

山
陽
小
野
田
市

二
二
一

山
口
県
告
示
第
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
仏
木
一
八
三
一
の
二
、
字
仏
木
入
口
左
り
一
八
三
三
の
三
、
字
横
瀬
岩
ケ
原
一

八
三
六
の
五
、
一
八
三
七
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
上
菅
蓋
一
二
七
〇
・
一
二
七
一
の
一
・
字
か
や
ケ
浴
一
二
七
二
・
一
二
七
七

（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一
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山
口
県
告
示
第
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
九
十
九
号
（
二
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号
（
二
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百

四
十
五
号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
佐
々
並
字
堤
ノ
下
四
五
〇
の
一
、
四
五
二
の
三
、
四
五
五
、
四
五
七
か
ら
四
六
〇
ま

で
、
四
六
一
の
一
、
字
八
丁
垰
九
一
八
の
四
、
九
一
八
の
八
、
九
一
八
の
一
〇
、
九
一
八
の
一
二
、

大
字
明
木
字
矢
代
西
ケ
輪
二
二
一
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
佐
々
並
字
西
落
合
一
一
七
の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
黒
ケ
谷
一
六

四
九
の
一
、
四
〇
六
八
・
四
〇
六
九
の
一
・
四
〇
七
〇
の
二
・
四
〇
七
〇
の
九
（
以
上
四
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
東
板
橋
二
三
二
四
の
一
、
三
見
字
井
出
ケ
迫
一
一
五
二
の

一
、
一
一
五
三
の
一
、
一
一
五
四
の
一
、
一
一
五
五
、
一
一
五
六
の
一
、
一
一
五
七
の
一
、
一
一
五

七
の
二
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
一
五
八
、
字
向
山
一
一
六
〇
の
一
、
大

字
須
佐
字
平
野
一
二
八
四
の
一
、
一
二
八
四
の
二
、
一
二
八
四
の
四
、
一
二
八
六
、
字
引
明
一
二
八

六
の
一
、
一
二
八
六
の
二
、
七
八
二
一
か
ら
七
八
二
三
ま
で
、
七
八
二
六
の
一
、
七
八
二
六
の
二
、

七
八
二
七
の
一
、
七
八
二
七
の
二
、
七
八
二
八
、
七
八
三
二
、
七
八
三
四
、
七
八
三
五
、
字
打
道
一

二
八
八
の
一
、
字
大
平
一
四
二
七
の
一
、
字
手
水
川
一
八
六
〇
の
七
、
一
八
六
〇
の
八
、
字
梼
ケ
垰

七
八
一
三
、
七
八
一
四
、
七
八
一
六
か
ら
七
八
一
八
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

萩
市
大
字
佐
々
並
字
黒
ケ
谷
一
六
四
九
の
一
・
四
〇
六
八
・
四
〇
六
九
の
一
・
四
〇
七
〇
の

二
・
四
〇
七
〇
の
九
・
大
字
須
佐
字
平
野
一
二
八
四
の
二
・
字
引
明
七
八
二
二
・
字
手
水
川
一

八
六
〇
の
八
（
以
上
八
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

二
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萩
市
大
字
佐
々
並
字
堤
ノ
下
四
五
〇
の
一
、
四
五
五
、
四
五
七
か
ら
四
六
〇
ま
で
、
四
六
一
の

一
、
字
八
丁
垰
九
一
八
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

萩
市
大
字
佐
々
並
字
堤
ノ
下
四
五
〇
の
一
、
四
五
五
、
四
五
七
か
ら
四
六
〇
ま
で
、
四
六
一

の
一
、
字
八
丁
垰
九
一
八
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
八
月
十
八
日
山
口
県
公
告
（
二
三
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ク
小
郡
店

所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
二
二
七
三
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
山
口
県
公
告
（
二
四
二
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

下
関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
コ
ー
プ
や
ま
ぐ
ち
新
下
関
店

所
在
地

下
関
市
秋
根
西
町
二
丁
目
五
番
一
号

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
及
び
街
並
み
づ
く
り
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
六
）
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
命

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
三
十
年
一
月
九
日
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
を
次
の
と
お
り
任
命
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

分

氏

名

職

名

労
働
者
委
員

德
野

啓
範

日
本
基
幹
産
業
労
働
組
合
連
合
会
山
口
県
本
部
委
員
長

〃

桝
本

康
仁

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
山
口
県
本
部
執
行
委
員
長

（
七
）
種
畜
証
明
書
の
交
付

次
の
家
畜
に
つ
き
、
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二

号
の
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
ま
し
た
。

二
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平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

一
〇
八
六
三
九

九
九
三
二
九

紫
高
平
二
五

（
全
和
一
六
子
山
黒
八
六
三
九
九
九

三
二
九
）

黒
毛
和
種
平
成
二
八
、

四
、
二
一
山
口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技

術
セ
ン
タ
ー

一
一
三
三
八
八

六
八
三
三
一

花
平
（
全
和
一
六
子
山
黒
一
三
三
八
八
六

八
三
三
一
）

〃

〃
五
、
二
二
〃

〃

〃〃

（
八
）
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い

う
。
）
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
後

の
計
画
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

㈠

基
本
理
念

⚑

我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
近
年
全
体
と
し
て
お
お
む
ね
安
定
的
に
推

移
し
て
い
る
が
、
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
資
源
や
資
源
水
準
が
悪
化
し
て
い
る
資
源
も
見

ら
れ
、
本
県
海
域
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展
を

図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
幹
と
な
る
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利

用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⚒

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
は
、
国
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
科
学
的

知
見
を
踏
ま
え
、
漁
業
の
経
営
状
況
等
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
関

係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
自
主
的
な
海
洋
生
物
資
源
の
管
理
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
た
め
の
適
切
な
資
源
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に

よ
り
、
漁
業
の
発
展
と
水
産
物
の
供
給
の
安
定
を
図
る
。

㈡

漁
獲
量
及
び
漁
獲
努
力
量
の
管
理

⚑

資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
を
実
現
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
一
種
特

定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
対
し
て
、
適
切

な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

⚒

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量

に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
に
対
し
て
、
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

⚓

漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
、
漁
業
者
等
に
対
し
、
必
要

な
指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

㈢

資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計
画
の
推
進

持
続
的
な
漁
業
生
産
を
確
保
す
る
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
資
源
管
理
の
方
向
性
や
内
容

を
定
め
た
資
源
管
理
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
資
源
管
理
措
置

を
内
容
と
す
る
資
源
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
漁
業
者
等
に
よ
る
作
成
及
び
実
施
を
推
進
し
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
資
源
管
理
を
図
る
。

二

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
の
管
理
の
対
象
と
な
る
数
量
に
関
す
る

事
項本

県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二
十

九
年
及
び
平
成
三
十
年
の
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び
数
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ

し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計

画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
平
成
三
十
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で
の
期
間
に
係

る
数
量
は
、
当
該
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
定
め
る
。

区

分

期

間

数

量

ま
あ
じ

平
成
二
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

四
、
〇
〇
〇
ト
ン

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

四
、
〇
〇
〇
ト
ン

ま
い
わ
し

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

若
干

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
ま
で

若
干

平
成
三
十
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で

未
定

三

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
に
関
す
る
事
項

四

山 口 県 報 （定期） 第 2925 号平成30年１月12日 金曜日



本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二
十

九
年
及
び
平
成
三
十
年
の
数
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本

計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
海
域
別
及
び
期
間
別
の
数
量
は
、
定
め
な
い
。

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
に
対
し
て
、
影

響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
漁
業
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と
し
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
漁
業
に
つ
い
て
は
、
明
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

区

分

採

捕

の

種

類

数

量

平
成
二
十
九
年

平
成
三
十
年

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業

三
、
二
〇
〇
ト
ン

三
、
二
〇
〇
ト
ン

〃

小
型
ま
き
網
漁
業

若
干

若
干

〃

敷
網
漁
業

若
干

若
干

〃

す
く
い
網
漁
業

若
干

若
干

〃

定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
定
置
漁
業
（
以
下
「
大
型

定
置
漁
業
」
と
い
う
。
）

若
干

若
干

四

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

㈠

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る

た
め
、
当
該
漁
業
者
間
の
話
合
い
を
進
め
る
。

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈡

ま
い
わ
し

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈢

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈣

す
る
め
い
か

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が

ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

る
よ
う
に
努
め
る
。

五

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
管
理
の
対
象
と
な
る
量
に
関
す

る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平
成

二
十
九
年
及
び
平
成
三
十
年
の
管
理
の
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
並
び
に
当
該
採
捕
の
種
類
に
係
る

海
域
及
び
期
間
並
び
に
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
流
網
漁
業

瀬
戸
内
海

平
成
二
十
九
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
三
十
年
六
月
十

六
日
か
ら
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

瀬
戸
内
海

平
成
二
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

平
成
三
十
年
九
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
二

種
漁
業
及
び
手
繰
第
三
種
漁
業
に
限

る
。
）

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

平
成
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
同
年
二
月
十

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

六

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
第
二
種
特
定
海
洋
生

物
資
源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平
成

二
十
九
年
及
び
平
成
三
十
年
の
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

四
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区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
・
た
い
・
ま
な
が
つ
お
流
さ
し

網
漁
業

安
芸
灘
及

び
伊
予
灘

平
成
二
十
九
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
三
十
年
六
月
十

六
日
か
ら
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

平
成
三
十
年
九
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
え
び
こ
ぎ

網
漁
業
及
び
け
た
網
漁
業
に
限
る
。
）

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

平
成
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
同
年
二
月
十

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

七

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
す
る
操
業
制
限
等
に
従
っ
て
操
業
す
る
よ
う
に
指
導
す

る
と
と
も
に
、
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
漁
獲
努
力
量
等
が
迅
速
に
知

事
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

八

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
は
、
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る

調
査
及
び
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
。

（
九
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
大
字
奈
美

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

運
転
免
許
証
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

九
万
五
千
四
百
枚

運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド
ベ
ー
ス

千
二
百
枚

運
転
免
許
証
作
成
用
イ
ン
ク
リ
ボ
ン

四
十
九
箱

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
番
一
七
号

六

契
約
金
額

運
転
免
許
証
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

九
百
枚
当
た
り
三
十
一
万
千
四
十
円

六
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運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド
ベ
ー
ス

三
百
枚
当
た
り
十
万
三
千
六
百
八
十
円

運
転
免
許
証
作
成
用
イ
ン
ク
リ
ボ
ン

一
箱
当
た
り
十
五
万
千
二
百
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

六
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平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


